
 

 

“新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた 

「三重県緊急事態措置」” ver.2 
～三重を守るために～ 

措置実施期間：令和２年５月７日（木） 

                         ～同年５月３１日（日）  

対 象 区 域 ：三重県全域 
 

 

なお、県内における感染者の感染経路の９割以上が県外に由来するものであるこ

とや、新規感染者発生が減少傾向にあり、令和２年４月２５日から５月４日までの間、

新規感染者の発生が見られないこと、また、今回の国の基本的対処方針の中で三重

県が、「特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある都道府

県（特定警戒都道府県）」とは見なされなかったことなどをふまえ、県内における人の

移動と、県境をまたいだ人の移動を分けて検討し、ある程度緩和する部分と、緊張感

を強める部分を設けることとしました。 

 

新型コロナウイルスは、いつ、どこで、誰が感染するかわからない未知のウイルスで

あり、私を含め、世界中の誰もが、今日にも自身や大切な人が感染するかもしれませ

ん。自分だけは大丈夫、その考えが、ご自身や大切な人の“命と健康”を脅かすことに

つながります。 

苦しい期間が続きますが、厳しい冬を乗り越えた山々に木々が芽吹くように、この困

難を乗り越えた先には、必ず明るく美しい三重県が始まります。どうかそれまでの戦い

を、ともに乗り越えていただきますよう、切に願います。 

 

 

令 和 ２ 年 ５ 月 ５ 日   

三重県知事   鈴木  英敬   
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「新しい生活様式」の実践例 

 

※新型コロナウイルス感染症対策専門家会議資料より抜粋 

【別添】参考資料 
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人との接触を８割減らす、10のポイント 

（１）ビデオ通話でオンライン帰省 

（２）スーパーは１人または少人数ですいている時間に 

（３）ジョギングは少人数で 公園はすいた時間、場所を選ぶ 

（４）待てる買い物は通販で 

（５）飲み会はオンラインで 

（６）定期受診は間隔を調整 診療は遠隔診療 

（７）筋トレやヨガは自宅で動画を活用 

（８）飲食は持ち帰り、宅配も 

（９）仕事は在宅勤務 通勤は医療・インフラ・物流など社会機能維持のために 

（10）会話はマスクをつけて 

 

 




